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当てはまるものはありませんか？当てはまるものはありませんか？

毎年11/12～25（女性に対する暴力撤廃国際日）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
毎年11/12～25（女性に対する暴力撤廃国際日）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

配偶者から
DV被害を受けた
経験のある女性は
約3人に1人

（内閣府調査H24.4公表）

夫婦げんかとDVは違います！
　パートナーを自分の思いどおりに支配（コントロール）しようとする態度
や行動がＤＶです。なぐる、蹴るといった暴力だけがＤＶではありません。
恐怖感を与えたり、ののしる、無視する、性行為を強要する、生活費を渡
さないなども暴力です。
　ＤＶが子どもに与える影響も深刻です。子どもの前で行われるDVは、
子どもに対する心理的虐待になります。警察庁の今年上半期に関する
発表によると、警察から児童相談所への虐待の通告のうち、大きな割合
を占める心理的虐待では、子どもの前で配偶者や親族に暴力を振るう
DVが66％を占めました。

当てはまるものはありませんか？
□刃物などを突きつけて、命の危険を感じるような恐怖を与えることがある

□「バカ」「能なし」とののしり、無視する

□あなたが友達や両親と交際するのを嫌がる

□あなたの大事なものを壊す

□拒否しているのに性行為を強要する

□生活費を渡さない

□「外で働くな」「仕事をやめろ」と言う

□パートナーの機嫌が悪くならないように、
　いつも神経を張り詰めて生活している

1パネル展
　ＤＶのほか、若い男女間で起こりやすいデートＤＶや
ストーカー行為などについて、ご説明します。
期間　11/11（火）～23（日）
場所　市民図書館（花川北7･1）

○ＤＶ相談

　既婚や未婚を問わず、女性への暴力について
カウンセラーが解決のお手伝いをします。
　秘密厳守。安心してお越しください。
日時　11/15（土）11時～ 16時
　　　（予約不要。電話受け付け可）
場所　市民図書館（花川北7･1）　
相談員　北海道家庭生活カウンセラークラブ石狩地区
　　　　☎72･3227

○特設電話相談：女性の人権ホットライン
　専用電話☎0570･070･810

　女性の人権に関する悩み事や心配事について、法務局職
員や人権擁護委員が相談時間を延長して対応し、解決に導
きます。
受付　11/17（月）～ 23（日）
　　　平日8時30分～19時、土日10時～ 17時
　　　※上記期間以外は平日8時30分～ 17時15分
問合せ　札幌法務局人権擁護部第二課
　　　　☎011･709･2311（内線2208）

相談窓口
　一人で悩まず、まずはご相談ください。
●北海道立女性相談援助センター
　札幌市西区西野3・9・12・36
　☎011･666･9955
　※平日9時～17時
　　水曜のみ17時30分～20時も

●広聴・市民生活課
　（女性のための相談窓口）　
　市役所1階17番窓口
　☎72･3227
　※平日8時45分～17時15分

通報先
　配偶者からの暴力（身体に対する暴力
に限る）を受けている人を発見したら警
察または上記の北海道立女性相談援助
センターに通報してください。

期間中の取り組み

2特設相談窓口　相談無料。秘密厳守。お気軽にご相談ください。

北海道における最近の被害状況
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相談件数は近年増加しています

問合せ■広聴・市民生活課　☎72・3153
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